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●

寛
文
異
学

の
禁
と
は
寛
政
異
学

の
禁

の
誤
植

で
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
寛
政
異
学

の
禁
は
時

の
老
中
首
座
松
平
定
信
が
湯
島
聖
堂
を
預
か
る
林
大
学
頭
信
敬

に
示
達
を
下

し
、
朱
学
の
儀
は
慶
長
以
来
代

々
御
信
用
の
と

こ
ろ
、
近
ご
ろ
異
学
が
流
行

し
、
林
家

の
門
人
の
中
に
も
こ
れ
に
お
も
む
く
者
が
あ
る
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
以
後
門
下
の

異
学
を
禁
じ
、
油
断
な
く

正
学

の
教
授
に
励
み
、
門
人
を
取
立
て
る
よ
う
に
さ
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
聖
堂
儒
学

に
限

っ
て
異
学
を
と
ど
め
、
正
学

の
講
究
を
も

っ

ぱ
ら
に
す
べ
き
こ
と
を
促
し
た
ま
で
で
あ

っ
て
、
決
し
て
天
下

一
般

に
異
学

を
禁
じ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
い
わ
ゆ
る
寛
政
異
学

の
禁

は
、
実
は
む
し
ろ

寛
政
正
学
奨
励
と
い
わ
る

べ
き
こ
と
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。
た
だ
幕
府
当
局
が
公
文
書
を
も

っ
て
正
学

・
異
学

の
別
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
こ
の
示
達

が
初
め
て
で
あ
る

の
で
、
そ
の
影
響
は
広
く
諸
藩
に
も
及
び
、
あ
る
い
は
藩
校
内
の
学
派
の
争

い
を
激
発
し
、

異
学
派
教
授
の
失
脚
を
招

い
た
所
も
あ
り
、
市
中
に
売
講
す
る
儒
者
の
中
に

も
異
学
者
な
る
が
ゆ
え
に
門
人
に
そ
む
き
去
ら
れ
る
者
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
定
信
の
示
達

の
趣
意
が
た
だ
林
門
に
対
し
正
学
護
持
の
責
任
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
あ

っ

①

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
異
学

の
全
面
的
禁
止
で
あ
る
か
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
寛
文
年
間
、
将
軍
家
綱

の
補

佐
保
科
正
之

の
政
権
の
も
と
で
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
山
鹿
素
行
が
造
言
の
罪
名
を
も

っ
て
播
州
赤
穂
に
配
せ
ら
れ
、
ま
た
か
ね
て
陽
明
学
系

の
心
学
説
に
よ
り
幕
閣

の

一
部
か
ら
白
眼
視
さ
れ
て
い
た
熊
沢
蕃
山
が
更
に
公
家
衆
に
親
近
し
た
た
め
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ

こ
そ
異
学

の
禁
と

い
わ
る
べ
き
事
件
で
あ

っ
た
。
し
か

る
に
そ
の
影
響
は
案
外
広
く
及
ば
ず
、
し
か
も
正
之
の
致
仕

・
死
去

の
後
は
学
禁
も
お
の
ず

か
ら
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。
こ
れ
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。

寛

文
異
学

の
禁
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〔
注
〕

①

拙
著

『
日
本
宋
学
史
の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館

・
昭
37
)
三
四

一
ペ
ー
ジ
以
下
、
同

『
昌
平
校
と
藩
学
』

(至
文
堂

『
日
本
歴
史
新
書
』
所
収

・
昭
39
)
八
六
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

周
知

の
よ
う
に
、
会
津
藩
主
保
科
正
之
が
そ
の
兄
、
将
軍
家
光

の
遺
嘱
に
よ
り
幼
将
軍
家
綱

の
補
佐
と
な

っ
た
の
は
慶
安
四
年

(
一
六
五

一
)
四
十

一
歳

の
と
き

の
こ

と
で
あ
り
、
前
代
以
来
の
老
臣
酒
井
忠
勝

・
井
伊
直
孝

・
老
中
松
平
信
綱

・
阿
部
忠
秋
ら
が
正
之
を
首
班
と
す
る
合
議
制
的
指
導
体
制
を
形
成
し
た
。
し
か
る
に
こ
の
年

七
月
、

三
河
刈
谷
城
主
松
平
能
登
守
定
政
は

「
今

の
執
政
た
ち
が
万
機
輔
佐
し
奉
る
さ
ま
を
見
る
に
、
は
や
世
は
乱
る
べ
く
思
ふ
な
り
」
と
て
封
事
を
直
孝

・
忠
秋
に
呈

し
、
遁
世
し
て
能
登
入
道
と
号
し
、
更
に
上
書
し
て
所
領
を
返
上
し
て
旗
本
救
済
の
資

に
充
て
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
た
。
幕
府
は
こ
れ
を
狂
気
の
さ
た
と
し
て
改
易
に
処

し
た
が
、

そ
の
月
も
変
ら
ぬ
う
ち
、

か
の
牢
人
由
比
正
雪

・
丸
橋
忠
弥
ら
の
陰
謀
が
露
顕
し
た
。

そ
の
際
駿
府

で
自
殺
し
た
正
雪

の
遺
書
に
よ
れ
ば
、

か
れ
の
趣
意
も

「
方
に
今
幼
主

の
御
時
、
執
政
の
輩
輔
導
其
道
を
得
ず
、

政
道
横
ざ
ま
に
て
下
民
困
窮
す
、

能
登
入
道
が
忠
諌
却
て
狂
人
と
い
ひ
な
さ
れ
、

御
答
を
蒙
る
、

こ
の
さ
ま

な
ら
ん
に
は
幼
主

の
御
た
め
尤
も
然
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
に
あ

っ
た
。
し
か
し
翌
八
月
勅
使

・
院
使

の
東
下
を
迎
え
、
将
軍
宣
下
の
盛
儀
が
初
め

て
江
戸

で
行
わ
れ
た

こ
と
は
幕
閣
を
し
て
従
来

の
武
断
主
義

に
代
わ
る
文
治
主
義
に
よ
る
政
局

一
新
に
想
到
せ
し
め
る
機
縁
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
月
、
幕
府
は
と
り
あ
え
ず
諸
藩
士

中

に
牢
人
を
か
か
え
置
く
こ
と
を
と
ど
め
、
次
い
で
十

二
月
、
江
戸
中

の
牢
人
の
追
放

に
つ
き
評
議
し
た
が
、
牢
人
を
諸
国
に
追
い
や

っ
て
更
に
困
窮
さ
せ
る
よ
り
も
、

職
禄
に
あ
り

つ
き
や
す
い
江
戸
に
置

い
た
方
が
治
安
上
か
ら
も
得
策
で
あ
り
仁
政
の
趣
旨
に
も
か
な
う
と
い
う
阿
部
忠
秋
の
意
見
が
採
択
さ
れ
た
。
し
か
も

こ
の
際
更
に

大
名

.
旗
本

の
年
五
十
以
内

の
者
の
末
期
養
子
を
許
し
、
家
の
断
絶
に
よ
る
牢
人
の
発
生
の
原
因
を
除
い
た
こ
と
は
、
と
か
く
保
守
的
に
な
り
が
ち

の
幕
閣
に
は
珍
し
く

飛
躍
的
前
進
的
な
措
置
で
あ

っ
た
。
次
い
で
翌
承
応
元
年

(
一
六
五

二
)
正
月
幕
府
が
か
ぶ
き
者
の
追
捕
を
令
し
た
の
も
、
単
な
る
弾
圧
と
い
う
よ
り
も
、
反
体
制
的
風

俗
の
粛

正
に
よ
り
教
化
の
道
が
い

っ
そ
う
開
か
れ
る
効
果
を
期
待
し
た
施
策
と
み
る

べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
九
月
牢
人
戸
次
庄
左
衛
門
ら
の
謀
計
が
ま
た
あ
え
な

く
破
れ
た
こ
と
は
幕
閣
の
自
信
を
か
え

っ
て
強
め
る
作
用
を
も
伴
な

っ
た
ら
し
い
。
同
年
十

二
月
幕
府
が
江
戸
府
内

の
牢
人
を
査
検
す
る
と
き
に
も
、
そ
れ
が

「
罪
せ
ら

る
る
に
も
あ
ら
ず
、
又
追
払
は
る
る
に
も
あ
ら
ず
」
、
ま

っ
た
く
現
状
調
査

の
た
め

で
あ
る
か
ら
恐
れ
る
に
は
及
ぼ
ず
、
ま
た
寺
社

・
民
間
が
牢
人
に
土
地
を
貸
す

こ
と

①

も

そ

の
筋

に
届

け
出
さ

え
す

れ
ば
、

い

っ
さ

い
自
由

で
あ

る
こ
と
を
、

ね
ん
ご

ろ
に
説

示
し

て

い
る
。

一138一



正
之

の
伝

『
土
津
霊
神

暮

籔

に
ょ
れ
ば
・
あ
た
か
も

こ
の
承
慶
元
年

正
之
は
朱
子
の

『
小
学
』
を
見
て
感
ず
る
と

こ
ろ
が
あ
岐

従
来
読
ん
だ
老
仏

の
書
を
焼

き
、
以
後
も

っ
ぱ
ら
程
朱

の
学
に
傾
倒
し
、
幕
府

の
儒
医
土
岐
長
元
に
命
じ
、
程
朱

の
遺
文

の
う
ち
幼
将
軍

の
補
導
に
資
す

べ
き
も
の
を
集
め
て

『輔
養
編
』

一
巻
を
作

り
、

こ
れ
を
将
軍
に
呈
し
、
重
臣
お
よ
び
側
近
に
も
分
か

っ
た
。

こ
の
正
之
の
学
問
的
転
向

は
武
断
か
ら
文
治

へ
推
移
す
べ
き
機
運
に
際
会
し
た
か
れ
の
時
局
認
識
と
相

表
裏
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
暦

二
年

(
一
六
五
六
)
十

二
月
将
軍
が
初
め
て
林
羅
山

の

『
大
学
」
首
章

の
進
講
を
受
け
た
の
も
正
之
の
進
言
に
よ

っ
て
実
現
し
た

こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
は
こ
の
実
現
を
大
い
に
喜
び
、

「
幕
r
欲
レ
聴
二
大
道
一者
、
誠
天
下
長
久
之
基
也
、
何
幸
如
レ
之
乎
、
顧
世
人
謂
レ
何
哉
、
於
レ
我
甚
慶
二賀
之
一」
と
賛

嘆
し
て
や
ま
な
か

っ
た
と

い
う
。
事
実
、
正
之

の
施
策

の
か
ず
か
ず
は
、
い
わ
ゆ
る

「
大
道
」
に
基
づ
き
経
世
済
民

の
実
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
折
し
も

明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
旺
月
、
江
戸
の
大
半
を
焼
い
た
空
前

の
大
火
は
保
利
政
権

に
と

っ
て
も
重
大
な
試
練

で
あ

っ
た
が
、
災
後
の
救
済

.
復
興
の
た
め
の
多
く
の
措

置
が
、
府
庫
を
尽
し
て
迅
速
、
適
切
に
行
な
わ
れ
、
幕
府
と
大
名

・
旗
本
と
の
親
善
関
係
を
増
進
し
た
こ
と
は
、
正
之
の
文
治
政
治
家
と
し
て
の
卓
越
性
を
立
証
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
翌
万
治
元
年

(
一
六
五
八
)
正
月
正
之
は

「詩
経
』
黄
鳥
編
な
ら
び
に
朱
子
の
殉
葬
論

の
講
釈
を
聴
き
、
殉

死
が
も
と
夷
独

の
弊
俗

で
あ
る
こ
と
を
知

っ

て
慨
嘆
し
、
寛
文
元
年
(
一
六
六

一
)
閏
八
月
ま
ず
自
家

の
臣

の
殉
死
を
と
ど
め
、
次
い
で
同

三
年
五
月

三
家

・
諸
大
名
を
集

め
て
武
家
諸
法
度
が
下
さ
れ
た
と
き
に
特

に

請
う
て

一
条
を
別
書
し
、

「
殉
死
は
占
よ
り
不
義
無
益

の
事
な
り
と
い
ま
し
め
置
る
と
錐
も
、
仰
出
さ
れ
し
事
な
け
れ
ば
、
近
年
殉
死
の
者
多
し
、
瓜
,
よ
り
さ
る
心
が
ま

へ
す
る
者
あ
ら
ん
に
は
、
其
主
よ
り
常
に
よ
く
暁
諭
す

べ
し
、
も
し
此
後
殉
死
あ
ら
ば
、
亡
セ
の
不
覚
悟
な
る
べ
し
、
当
主
も
又
之
を
と
ど
め
ざ
る
は
、

い
か
に
も
不
良

の
わ
ざ
と
お
ぼ
し
給
ふ
べ
し
」
と
令
し
や

ま
た
同
五
年
七
月
に
は
証
人
の
制
を
廃
し
た
・
茜

の
見
解
に
ょ
れ
ば
証
人
は
戦
国
時
代
の
人
質
交
換
の
余
習
で
あ
る
が
、

今
や
昇
平
既
に
久
し
く
、
東
照
宮

の
五
十
年
忌
も
行
な
わ
れ
た
の
で
以
後
長
く
証
人
を
免
除
し
た
の
で
あ
る
。
『厳
有
院
殿
御
実
紀
』
に
こ
れ
ら

の
事
実
を
記
し
た
後
に
、

「
す
べ
て
こ
の
御
代
善
政
と
も
行

は
れ
し
中
に
も
、
殉

死
を
禁
じ
、
質
人
を
ゆ
る
さ
れ
し
と

の
二
条
は
、
尤

一
大
美
事
と
申

べ
き
も
の
な
り
」
と
特
筆
し
て
い
る
。

④

し
か
る
に
正
之
は
さ
き
に
寛
文
元
年

(
=
ハ
五

一
)
眼
疾
を
病
み
、

こ
れ
は
幸
い
に
回
復

し
た
が
、
同

三
年
十

一
月
か
ら
翌
年

三
月
に
か
け
て
大
病
を
煩
い
、
城
申
に

定
詰
め
し
て
政
務
を
み
る

こ
と
は
困
難
と
な
り
、
以
後
は
大
事
の
み
に

つ
き
相
談
に
あ
ず
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
晩
年

の
正
之
の
業
績
に
は
政
治

.
制
度
よ
り
も
学
問

.

教
化
に
関
す
る
方
面
に
お
い
て
著

し
い
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
寛
文
四
年

(
一
六
六

四
)

の
秋
、
か

の

『
本
朝
編
年
録
』
続
修

の
命
が
林
鷲
峰

に
下
り
、
ま
た
こ
れ
を

『
本
朝
通
鑑
』
と
改
称
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
き
、
正
之
は
こ
の

「
当
代
之
盛
挙
」
が
か
ね
て
か
れ
の
発
議
し
た
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
の
で
、
は
な
は
だ
喜
び
、
自
抄
の
参

考
書
を
鷲
峰
に
貸
与
す
る

一
方
、
編
集
中
の
草
稿
を
借
り
出
し
て
侍
臣
に
命
じ
て
抄
出
さ
せ
た
。

こ
れ
は
本
書
が
完
成
す
れ
ば
府
庫

に
納
ま

っ
て
人
目

に
触
れ
な
く
な
る

寛
文
異
学

の
禁
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か
ら
で
あ
り
、
ま
た
刊
本
も
類
本
も
な
い
ま
ま
に
万

一
火
災
に
か
か
れ
ば
取
り
返
し
が

つ
か
ぬ
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
や
が
て
同
十
年
十
月

『本
朝
通
鑑
』
正
続

二
編
そ
の
他
合

わ
せ
て
三
百
十
冊
の
完
稿
を
見
た
と
き
、
正
之
は
鷲
峰
の
序
文

二
編
を
校
閲
し
、
か
の

『
資
治
通
鑑
』

の
諸
序
の
例
を
参
照
し
て
批
正
を
加
え
た
。
な
お

正
之
は
既
に

『
通
鑑
綱
目
』
も
読
ん
で
、
そ
の
名
分
論
的
効
用
に
つ
き
期
待
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
晩
年
ま
す
ま
す

こ
の
書
を
愛
読
し
、
後
進
の
た
め
に
そ
の
抜
粋

を
作

⑤

ら

せ
、

や
が

て
臨
終

の
床

に
伏

し

た
と
き
も
本
書

の
講
釈

を
聞

い
た

の
で
あ

っ
た
。

正
之

は
か

つ
て
板
倉

重
宗

の
湯
武
放

伐

の
道

理

に
関
す

る
質
問

に
答

え

て
、

湯
武
征

伐
之
事
、

歴
世
聖
賢

之
所
レ
許

也
、
則

当
二
其

義

一可
レ
知

　
、
難

レ
然

凡
学
問
之

道
、

欲
二
明
知

而

行
γ
之
而
己
、

但
吾
子

与
二
我
輩

一者
、

決

不
レ
微
二
湯
武

之
道

一

也

、
幸
有

二
良
師

一、

以
学

二
文
王
伯
夷

一而
己
、

湯
武

之
道
、
錐

レ
不
レ
知

又
何

足
レ
憂
哉

、

と

説

い
た
。

正
之
は
ま

た
む
か
し

明
智
左

馬
之
助

が
そ

の
主
光

秀
が
信

長

に
対
す

る
反
心

を
既

に

二
一二
人

に
漏
ら

し
た
と

聞
き
、
今

は
天
知

る
地

知
る

入
知

る
、

や
が

て

必
ず
信

長
も
知

る

べ
き

こ
と
ゆ
え
、

な
ま

じ
と
ど
ま

る
よ

り
も
、

む

し
ろ
急

に
発
し

て
兵

を
進
む

べ
き

で
あ

る
と

い

っ
た

と

い
う

「
美
談

」

を
聞

き
、

「
左

馬
之
助

不
忠

不
義
之

臣
也
、
何
有

・
勧

二
己
之
主

一以

二
返
逆

一之
理
上
哉
、

(中
略

)
惜
哉

諌
而

不
レ
遇
レ
之
、

世
人
皆

以
為

二美

談

一、

吾
不
レ
許

也
」

と
難

じ
、

さ

ら
に
家
康

が
安
藤
帯

刀

を

紀
伊
頼

宣

の
付

人
と
し
、
も

し
年
少

の
頼

宣
に
反

心
が

あ
れ
ば

急
ぎ
告

げ

よ
と
命

じ
た

と
き
帯
刀

が
、

一
た
ん
主
従

の
契
り

を
結

ん
だ
か
ら

に
は
、

た
と

え
謀
反

の
実

が

あ

っ
て
も

主
君
を
訴

え
出

る

こ
と
は
思

い
も
寄

ら
ず
、

強
く
諌

め

て
き

か

れ
な
け

れ
ば

反
軍

に
従

っ
て
戦

死
す

る
の
み

で
あ

る
と

い

っ
た
事

に

つ
い

て
も
、

「
帯
刀

之

言

可
レ
謂

二
忠
厚

「也
、

惜
哉
末
後

一
言
、

従

二
其
軍

一而
死
、

此
甚

不
レ
中

レ
理
也

、
如

言
下
諌
而

不

レ肯

則
於

二眼
前

一而

自
殺
而

決
不
上

レ
可

レ
従

二其
軍

一也

、

則
恐
螢
徹

無

レ
蝦

而

己
」

と
評

し

た
。

こ
れ
ら

の
批

判

は

い
ず
れ
も

湯
武

た

ら
ん
よ
り

は
文

王

・
伯
夷

た
ら
ん
と

す
る
、

ま

こ
と

の
忠
順

を
も

っ
て
臣
節

の
第

一
義
と
す

る
趣
旨

に
出

た
も

の
で
あ

る
。
し

か
ら
ば
今
、

海
内

一
統

し

て
諸
侯
み

な
将

軍

の
恩

顧

に
あ

ず

か
る
と

き
、

そ
れ
ぞ
れ

の
主

君

に
対

す

る
忠
順
が

将
軍

に
対
す

る
絶
対
的

随
順

に
帰

一
さ

る

(正
之
)

べ
き

こ
と

は
も
ち
ろ

ん

で
あ

っ
た
。
伝

に
よ
れ
ば

「
元
老

執

政
及
其

子
弟

、

有

二台

恩
之
辱

一、

則
就
二
公

之
第

一而
謝

レ
之
、

公
日
、
不
レ
忘
「二恩
之
所

二由

出

一、
則
各

不
レ
可
レ

不
レ
尽

二
忠
勤

[、

公
之
詞

毎

々
如
レ
此
」

と
あ

る
。

寛
文

八

年

(
一
六
六

八
)

正
之
が

そ

の
家

中

に
与

え
た

家
訓
十

五
条

の
第

一
条

に
は
、

「
大
君
之
義

、

一
心
大
功

可
レ

存

二忠

勤

一、
不

レ
可
下
以

二
列
国
之
例

一自
処
上
焉
、
若
懐

二
二

心

一、

則
非

二
我
子
孫

一、

面

々
決
而

不

レ可

レ
従

」

と
掲
げ

、
第
十

五
条

に
も

、

「
若

失
二其

志

一好

二
遊
楽

一致

二
驕

奢

一、
使

三
士
民

失
二
其
所

一、
則
何

面
目
載

二
封
印

一領

二
土
地

一哉
、

必

上
表

可

二
蟄
居

一」

と
繰

返
し

て

い
る
。
家

臣

が
主
君

に
対
し
、

大
名

が
将
軍

に
対
し
、
あ

く
ま

で
忠

順

で
あ

る

こ
と

こ
そ
天
下

長
久

の
基

で
あ
り

、

こ
の
忠
順

の
志

を
広
く

顕
彰
す

る

た
め

に
は
、
ま
ず

三
家

に
次

ぐ
親
藩

の
雄
鎮

に
し

て
、

し
か
も

そ

の
当
主

が
将
軍
補

佐
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の
任

に
あ
る
会
津
の
家
中
に
お
い
て
、
か

の
正
名
と
修
己
治
人
と
を
主
目
的
と
す
る
宋
学
に
よ
り
教
化

の
実
効
を
収
め
る
こ
と
が
最
も
必
要

・
適
切
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま

⑥

た
文
治
主
義
政
治
家
と
し
て
の
正
之
そ
の
人
の
道
義
的
責
任
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

既

に
寛
文

四
年

(
=
ハ
五
四
)
五
月
、
正
之
は
会
津
城
下
の
儒
者
岡
田
如
黙
の
私
塾
を
取
立

て
て
藩

の
学
問
所
と
し
、
稽
古
堂
と
称
し
て
士
庶
の
入
学
を
許
し
た
。
こ

れ
が
後
の
藩
校
日
新
館

の
起
源
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
正
之
は

『
玉
山
講
義
附
録
』

『
二
程
治
教
録
』

『伊
洛

三
子
伝
心
録
』
等
の
編
修
に
精
進
し
、
い
ず
れ
も
活
字

版
に
附
し
て
刊
行
さ
せ
た
。

『
玉
山
講
義
附
録
』
五
巻

(
寛
文
五
年
刊
)
は
朱
子
が
晩
年
江
西
省
玉
山
に
お
い
て
道
学

の
要
を
説
い
た
と
き
の
講
義
を
表
章
す

る
と
と
も

に
朱
子
の
文
集

・
語
類
の
中
か
ら
こ
の
講
義

の
理
解

に
資
す
べ
き
文
辞
を
抄
出
、
類
集
し
た
も

の
。

『
二
程
治
教
録
』

二
巻

(寛
文
八
年
刊
)
は
二
程
子
の
言
説
の
う
ち

民
を
治
め
民
を
教
え
る
た
め
に
肝
要
な
語
句
を
集
録
し
た
も
の
。

『
伊
洛
三
子
伝
心
録
』
三
巻

(
寛
文
十

二
年
刊
)
は
楊
亀
山

・
羅
予
章

・
李
延
平
三
子
の
著
作
か
ら
静

⑦

座
修
養
に
関
す
る
諸
説
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「
会
津
三
部
書
」
は
藩
祖
の
編
修
に
成
る
上
に
、

三
部
を
通
読
す
れ
ば
程
朱
学
の
理
論
か
ら
そ
の
治
教
上

の
効
用
な
ら
び
に
そ
の
学
修
法
に
至
る
ま
で
の
全
容
を
う
か
が
う
便
宜
と
も
な
る
こ
と
で
も
あ
り
、
会
津
藩
の
教
学
の
基
本
的
経
典
と
し
て
、
ま
た
必
修
教
科
用
書
と
し

て
、
長
く
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

右
の
三
部
書
の
完
成
、

ひ
い
て
は
会
津
教
学

の
確
立
の
た
め
に
正
之
を
助
け
て
大

い
に
貢
献
す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
山
崎
闇
斎
で
あ
る
。
闇

斎
は
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
講
席
を
京
都
に
開
い
て
以
来
、
毎
春
江
戸
に
出
て
大
名
や
そ
の
子
弟

に
教
授
し
、
秋
に
帰
京
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
う
ち
正
之

の
知
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
寛
文
五
年

(
一
六
六

五
)
江
戸

に
お

い
て
初
め
て
正
之

に
謁
し
、
以
後
毎
年
出
府
の
た
び
に
正
之

の
た
め
に
四
書
お
よ
び

『
近
思
録
』
な
ど
を
講
ず

る

一

方
か
の
三
部
書

の
編
修
に
も
あ
ず
か
り
、

そ
れ
ら

の
序
践
を
作

っ
た
。

正
之
は
闇
斎
を
賓
師
と
し
て
礼
遇
し
た
が
、

年
齢
か
ら
い
え
ば

正
之
の
方
が
七
歳
年
長
で
も
あ

り
、

闇
斎
の
方
が
か
え

っ
て
啓
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

そ
れ
は
儒
道

の
場
合

に
限
ら
な
か

っ
た
。

正
之
は
か
ね
て
吉
川
惟

足
に
神
道
を
学
び
、

寛
文
九
年

(
一
六
六

九
)
そ
の
伝
授
を
得
た
が
、
こ
の
吉
川
神
道
は
ま
た
惟
足

・
正
之
か
ら
闇
斎
に
伝
授
さ
れ
、
後
の
垂
加
神
道
の
源
流
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
正
之

・
闇
斎
の
道
交
は
神

⑧

儒
両
方
面
に
わ
た

っ
て
ま

こ
と
に
こ
ま
や
か
で
あ

っ
た
。
殊
に
儒
学
の
方
面
に
つ
き
、
正
之
に
し
て
み
れ
ば
、
闇
斎

の
海
南
学

の
流
れ
を
く
ん
だ
、

い
わ
ゆ
る
純
正
朱
子

学
に
、
既
に
官
学
化
し
た
林
門
朱
子
学

に
は
失
わ
れ
た
清
新
な
活
力
を
見
い
だ
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
闇
斎
の

「
吾
れ
意
ふ
、
朱
子

の
学
、
居
敬
窮
理
、
即
ち
孔
子
を
祖

述
し
て
差
は
ざ
る
も
の
、
故
に
朱
子
を
学
ん
で
謬
ら
ば
朱
子
と
と
も

に
謬
る
な
り
、
何

の
遺
憾
か
こ
れ
あ
ら
ん
、

こ
れ
吾
が
朱
子
を
信
じ
、
ま
た
述

べ
て
作
ら
ざ
る
所
以

⑨

な
り
」
と
い
う
、
ひ
た
む
き
な
態
度
に
も
少
な
か
ら
ず
土
ハ感
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
の
寛
文
異
学

の
禁
は
、
正
之
が
闇
斎
と

い
う
よ
き
師
友
を
得
て
、
宋
学

の
理

寛
文
異
学

の
禁

一141一
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、

寛

文

異

学

の
禁

念

に
も

と
つ

く
治
道

に

つ
い
て
、

い
よ
い
よ
確
信
を
強
め

つ
つ
あ
る
さ
な
か
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ロ
② ① 注

v
o●oOo● ●

以
上

『厳
有
院
殿
御
実
紀
』
巻

一
-
四
参
照
。
但
し
堀
勇
雄

『
林
羅
山
』

(
『
人
物
叢
書
』
所
収
)
三
七
七
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
正
雪
の
遺
書
は
偽
書
で
あ
る
と
い
う
。

『続
々
群
書
類
従
』
第
三
所
収
。

な
お
正
之
の
事
跡

・
思
想
に
つ
い
て
は
平
重
道

『
近
世
日
本
思
想
史
研
究
』

(吉
川
弘
文
館

・
昭
44
)
に
精
細
な
論
考
が
あ
る
。

(但
し
正
之
の
将
軍

補
佐
就
任
を
三
十
九
歳
の
時
と
す
る
の
は
誤
り
)
。

『厳
有
院
殿
御
実
紀
』
巻
二
六
。

同
巻
二
五
-
三
十
。

『
土
津
霊
神
言
行
録
』
巻
下
、
平
生
。
花
見
朔
己

「本
朝
通
鑑
考
」

(
『
本
邦
史
学
史
論
叢
』
下
所
収
)
八
〇
八
ペ
ー
ジ
。

『
言
行
録
』
参
照
。
な
お
同
書
巻
下
、
平
生
の

一
節

に
正
之
が
四
書
を
読
む
こ
と
の
遅
き
に
過
ぎ
た
の
を
悔
ん
だ
趣
が
見
え
て
い
る
。

笠
井
助
治

『
近
世
藩
校
に
お
け
る
出
版
書
の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館

・
昭
37
)

=
二
一
ペ
ー
ジ
。
平
前
掲
書
二
五
-
二
六
ペ
ー
ジ
。

平
前
掲
書

一
四
ペ
ー
ジ
以
下
。

年
譜

(井
上
哲
次
郎

『
日
本
朱
子
学
派
之
哲
学
』
四

一
九
ペ
ー
ジ
所
引
に
よ
る
)
。

一142一

山
鹿
素
行
は
牢
人
貞
以

の
子
で
、
父
が
蒲
生
家

の
臣
町
野
幸
和
方

に
寄
宿
中
、
元
和
八
年

(
一
六

二
二
)
会
津
若
松

で
生
ま
れ
、
六
歳

の
と
き
蒲
生
家

の
断
絶

に
よ
り

幸
和

に
従

っ
て
父
子
と
も
に
江
戸
に
移
り
、
幸
和
は
幕
府

に
仕
え
、
父
は
町
医
と
な

っ
た
。
素
行
は
や
が
て
林
羅
山

の
門

に
入
り
、
ま
た
小
畑
景
憲
と
そ
の
弟
子
北
条
氏

長
か
ら
兵
学
を
習

っ
た
。
そ
の
後
素
行

の
兵
学
者
と
し
て
の
名
声
が
し
だ
い
に
あ
が
り
、
久
世
広
之

・
板
倉
重
矩
等

の
大
名
や
そ
の
家
臣

・
旗
本
等
の
か
れ
の
門

に
入
る

者
が
増
す
こ
ろ
、
幸
和

の
妻
が
将
軍
家
光
に
召
し
出
さ
れ
、
春
日
局
に
代
わ

っ
て
大
奥
の
取
締
り
と
な

っ
た
こ
と
が
縁

と
な
り
、
素
行
が
御
家
人
と
し
て
出
頭
す
る
機
会

が
正
に
近
づ

い
た
と
き
、
慶
安
四
年

(
一
六
五

一
)
四
月
家
光
が
死
去
し
た
た
め
事
は

つ
い
に
実
現
し
な
か

っ
た
。
翌
年
素
行
は
播
州
赤
穂
城
主
浅
野
長
直
に
招
か
れ
、

そ
の
厚
遇
を
受
け
た
が
、
数
年
後
に
致
仕
し
、
以
後

一
万
石
以
下
で
は
禄
仕
し
な
い
と
広
.習
し
が
ら
、
ひ
そ
か
に
幕
府
出
仕
の
機
縁
の
再
来
を
待
望
し
て
い
た
よ
う

で
あ

① る
。
素
行
は
、
は
じ
め
羅
山
の
学
風
を
受
け
て
博
識
を
志
し
、
兵
学
を
単
な
る
用
兵
の
学
か
ら
武
士
の
修
己
の
道

に
転
換
さ
せ
る
に
つ
い
て
も
思
想
的
に
は
神
儒
道
仏
四

教
の
融
合
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
の
後
浅
野
家
に
仕
官
中
、
明
暦

二
年

(
一
六
五
六
)
の
こ
ろ
に
は
兵
学
を
更
に
高
め
て
武
家
の
治
人
の
学
た
る

「
武
教
」

と
い
い
、
そ
の



理
論

的
根

拠
を

も

っ
ぱ
ら

宋
学

に
求
め

、

『
修
教

要
録
』

『
治
教
要
録

』

『武

教
要

録
』
等

の
薯
作

を

遂
げ

た
。

し

か
る

に
浅
野

家
致

仕
後

、
寛
文

年
間

の
は
じ
め
か

ら

素

行
は

宋
儒

の
性

理
学

が
元
来

孟
子

の
性
善
説

に
出

発
し

、

陽
儒
陰
仏

的
論

義

を
重
ね

る
う

ち
格
物

致

知

の
本
義

を

忘
れ
、

日
用
実

践

の
道

を

見
失

っ
た

こ
と
を
遺
憾

と

し
、

か

か
る
あ

や
ま
ち
を

正
す

た
め

に
は
漢
唐

の
訓
誌

を

も
退

け
、
経

義

の
文

献
学

的
再
検

討

に
よ
り

直
接

周
公

・
孔
子

の
真
意

を
追
究

す

べ
き

こ
と

を
提
唱

し
、
寛

文

五
年

(
一
六

六

五
)

『聖

教
要

録
』

三
巻
を
著

わ
し

た
。

そ

の
小
序

に
よ

れ
ば

門
弟

ら
は

「
此
書
可

二
以

秘

一可

一一以

崇

一、

不
レ
可
三
広
示

二
於
人

一、

且
排

二
斥
漢
唐

宋
明

之

諸
儒

一、

是
違

二
天
下
之
学

者
見

}者
、
献

レ
嘲
乎
」

と
憂

え

た
が
、
素
行

は

、

夫
道

者
天

下
之
道
也

、
不

レ
可
二
懐
而
蔵

・
之
、

灯
レ
令

下
充
二
於

天
ド

}行
巾
於

万
世

・
、

一
夫
亦

因
二
此

暑

一起

二其

ヒ
や
、

則
賛
二
化

育

一也

、

君

子
有

二
殺
レ
身

以
成
τ
仁

、

何
秘
二吾
亘

乎
・
昆
説
遣

而
謬
レ人
者
・
天
ド
之
大
罪
也
泌

磐

淋

熟

懸

珊
で

隷

い
襟

、
バ黙

レ絵

謙

恥

郁
三知

卦
一総

[、
綜

レ跡

か
、

聖
経
粂

二
然

r
世

「、

不
レ
可

レ
労

二多
言

一、

吾
又

乏

二
博
識

[薄

二文

辞

「、
其

註

二
解
於
聖

ン
∬
、

辮

二
析
諸

儒

[、
嶽
惟

ヒ
心
乎
、

不
レ
然

乃
学
者

之

汚
染

、

胞

不
レ
可
レ

新
也

、
後

世
可
レ
畏
、

吾
何

敢
無

レ
過
平
、
吾

一,口
一
出

、

天
下
之

人
可

二
以
告

一可

二
以
殿

一可

二
以
辮

[、

得

二其
告

其

殿
辮

一而

改

二
其
過

}、
道

之
大
幸

也
、

(
傍
点
筆

者

)

と
述

べ
、

な
お

「
予
者
師

二
周

公
孔
子

一、
不
レ
師

二
漢
唐

宋

明

之
諸
儒

一、

」
心
二
聖
教

・不
レ
志

二
異
端

一、

行

専

二
日
用

一不
レ
事

二
洒
落

」

と
ま

で
断

言
し

た

上
、

あ
え

て
本

書

を
世

に
問
う

た
。
殊

に
本
文
巻

上
、

「
道
統
」

の
条

の
、

孔

子
没
而
聖

人
之
統

殆
尽
、

曽
子

・
子
思

・孟

子
亦

不

レ
可

二
企
望

}、

漢
唐

之
間
有

下
欲
レ
当
二
其
任

一之

徒

上
、

又
於

二
曽

子
・
子
思

.
孟

子

}不

レ
町

二同

レ
ロ
而

談
丁
之
、

及
レ

宋
周

程
張

郡
相
続
而

起
、

聖
入
之

学
、
至

レ
此
大
変

、
学

者
陽
レ
儒

陰

二
異
端

一也

、
道
続

之
伝

、
至

レ
宋
胞
浪

没
、

況
陸

王
之
徒

不
レ
足
レ
算
、

唯
朱

元
晦

大
功

二聖
経

一、

然

不
レ
得
レ
超
二
出
余
流

「、

憶
道
之

託
レ
人
行

レ
世

、
皆

在

レ
天
、
其

執
強

与

二於

此

一乎
、

と

い
う

一
般

に
至

っ
て
は
宋
学

の

正
統

性
を
全

く
疑

う
も

の
で
あ
り
、

た

と
え

そ
れ
が
学
問

上

の
論
義

で
あ

っ
て
直

接
幕
政
批

判

に
わ

た
る
も

の
で
は
な

い
に

せ
よ
、

程

朱
学

を

も

っ
て
政
教

の
大
本
と

確
信
す

る
将
軍
補

佐

保
科

正
之
が
、

か
か

る
言
説

に

つ
き
黙

止
す

る

こ

と
が

で
き
な

か

っ
た

の
は
極

め

て
当
然

で
あ

っ
た
。

『
聖
教
要

録
』

が
よ
う

や
く
流
布

し

た

こ
ろ
、
寛

文
六

年

(
一
六
六
六

)

四
月
、
素

行
は

老
中
板

倉

重
矩

に
呼

出

さ
れ
、

重
矩

か

ら

正
之

の
学
問

の
筋

に

つ
き
所
見

を

求

め
ら
れ

た
。

こ
の
と
き
素
行

は
、

正
之

に
は
ま

だ
会

っ
た

こ
と
が
な

い
か
ら

存
ぜ

ぬ
と

い

っ
た
が
、

重
矩

に
た

っ
て
促

さ
れ

た

の

で
、

「
風
聞
迄

に
て
申

上
候

は
ば

、

②

御
学
問
の
筋
、
慮
外
な
が
ら
私
共
奉
レ
存
候
と
は
相
違
御
座
候
様

に
奉
レ
存
候
」

と
答
え
、
重
矩
は
こ
れ
に
対
し
て

「
此
方
も
左
様

に
被
二
思
召

一候
」

と
述
べ
た
。

し
か
し

こ
の
と
き
の
素
行

の
返
答
は
か
れ
自
身

に
と

っ
て
確
か
に
不
利
な
発
言
で
あ

っ
た
。

『
聖
教
要
録
』
の
公
刊
を
も

っ
て
正
之
そ
の
入
の
政
治
思
想
を
批
判
す
る
意
図
に
出

寛

文
異
学

の
禁
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寛

文
異
学

の
禁

た
も
の
と
す
る
見
方
を
有
力
な
ら
し
め
た
か
ら

で
あ
る
。

果
し
て
素
行
の
年
譜

の
こ
の
年
九
月

二
十

一
日
条
に
は

「
今
年
聖
教
要
録
流
一「
布
乎
世

一、

人
以
為
二
誹
誘

一、

且
保
科
肥
後
太
守
怒
レ
之
也
」
と
見
え
て
い
る
。
次

い
で
十
月

三
日
素
行
は
大
目
付
北
条
氏
長
の
も
と
に
召
喚
さ
れ
、
「
其
方
事
、
不
届
成
書
物
仕
候
問
、
浅
野
内
匠

(
長

直
)
頭
所

へ
御
預
被
レ
成
候
由
、
御
老
中
被
二
仰
渡

【候
由
候
」
と
い
う
伝
達
を
受
け
た
。
な
お
こ
の
件

に
つ
き

『言
行
録
』

に
は

「
十
月
三
日
、
置
二造
言
者
山
鹿
甚
五
左

(正
之
)

衛
門
於
播
州
赤
穂

一、
前
レ
是
霊
神
謂
二
老
中

一日
、
当
世
有
二
造
言

一者
、
是
惑
レ
世
謳
レ
民
之
賊
也
、
可
レ
厳
二ー
禁
之

一、
老
中
領
レ
之
」

と
あ
り
、

素
行
の
処
分
に

つ
い
て
は

正
之
の
意
見
が
特
に
主
導
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
処
分
の
決
定
の
た
め
に
四
月
か
ら
半
年
も
費
や
し
た
の
老
中

の
間
に
素
行
の
言
説
を

「
造
言
」
と

す
る
罪
案
を
疑
い
、
寛
典
を
望
む
向
き
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
素
行

の
配
流
先
を
彼
の
旧
知
の
播
州
浅
野
家
と
し
、
判
決
の
申
渡
し
に
も
素
行
の
旧
師
北
条

③

氏
長
が
こ
れ
に
当

っ
て

「
別

て
念
比
」

で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
に
は
当
局
の
温
情
が
感
ぜ
ら
れ
る
し
、

こ
の
こ
ろ

老
中
久
世
広
之
が

浅
野
長
直
に
送

っ
た

書
状

の
中

に
、

「
山
鹿
甚
五
左
衛
門
儀
、
聖
教
要
録
と
申
す
書
物
を
弟
子
に
か
か
せ
、
判
に
お
こ
さ
せ
候
、
就
レ
夫
方
々
へ
、

む
ざ
と
い
た
し
た
る
書
様

の
由
申
触
候
、

れ
き
れ
き

の
衆

に
も
軍
法
の
弟
子
御
座
候
、
兵
術

一
通
り
に
て
候

ヘ
バ
能
ク
御
座
候

二
、
聖
人
の
学
問
の
筋
に
高
ま
ん
な
る
書
様

い
た
し
、
人
を
ま
ど
わ
し
申
哉

二
、
不
届
成
儀

二
候
」

④

と
難
じ
て
は
い
る
が
、

「
兵
術

一
通
り
に
て
候

ヘ
バ
能

ク
御
座
候

一こ

と

い
う
あ
た
り
に
は
兵
学
者
素
行
の
失
脚
に

つ
き
愛
惜
の
気
持
を
言
外

に
漂
わ
せ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

次
に
熊
沢
蕃
山
は
尾
張
の
牢
人
野
尻

一
利

の
子
で
京
都
に
生
ま
れ
、
少
年
に
し
て
岡
山
藩
主
池
田
光
政
に
仕
え
、
島
原
の
乱
の
と
き
主
に
従

っ
て
出
陣
し
よ
う
と
し
て

果
さ
ず
、
祖
母
の
郷
里
近
江

に
退
き
、
中
江
藤
樹
に
師
事
し
て
そ
の
陽
明
学
か
ら
出
発
し
た
心
学
を
受
け
、

や
が
て
正
保
年
間
再
び
光
政
に
仕
え
た
。
光
政
は
蕃
山

の
心

学
説
を
聴
い
て
こ
れ
に
傾
倒
し
、
自
身
も
そ
の
講
究
に
努
め
る
と
と
も
に
家
中
の
者
の
勉
強
も
勧
め
、
ま
た
こ
の

「
聖
学
」

に
基
づ
く
蕃
山
の
経
済
政
策

の
実
施

の
機
会

を
与
え
よ
う
と
し
て
蕃
山
を
物

頭
に
取
立
て
、
三
千
石
の
高
禄
を
給
し
、
参
勤
の
と
き
に
も
彼
を
江
戸
に
伴

な

っ
た
の
で
、
蕃
山
の
名
声

は
松
平
信
綱

・
板
倉
重
宗

・
同

重
矩

.
久
世
広
之
等

の
諸
大
名

.
旗
本
の
間

に
も
よ
う
や
く
高
く
な

っ
た
。
光
政
は
そ
の
母
榊
原
氏
が
将
軍
秀
忠

の
養
女
、
そ
の
妻
本
多
氏
が
天
樹
院
(
千
姫
)
の
女
で
あ

っ
た
関
係
か
ら
将
軍
家
に
親
し
く
、
家
光
の
厚
遇
を
受
け
、
特
に
親
藩
に
准
じ
て
幕
政
に
参
与
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
て
い
た
。
光
政
は
、
み
ず
か
ら
幕
政
に
あ
ず
か
る
手

が
か
り
と
し
て
、
蕃
山
に
将
軍
謁
見
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
矢
先
に
将
軍
家
光
の
死
去
に
遭
い
、
蕃
山
の
仕
官
の
機
会
を

⑤

逸
し
た

こ
と
は
素
行

の
場
合

と
同
じ
趣
で
あ

っ
た
。
か
く
て
将
軍
家
綱

の
世
、
程
朱
学
者
保
科
正
之
や
儒
仏
は
学
ん
で
も
心
学
は
き
ら
い
の
大
老
酒
井
忠
勝
等

の
補
佐

の

時
代

に
入

っ
た
翌
年
、
承
応
元
年

(
一
六
五
二
)
五
月
、
忠
勝
は
岡
山
藩

の
君
臣
の
間
に
心
学

の
講
究
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
大
勢
あ

つ
ま
り
候
所
、
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も
よ
う
悪
候
」

と
注
意
を
促
し
た
。
折
し
も

こ
の
年
九
月
、
か
の
別
木
庄
左
衛
門

の

一
味

の
徒

の
白
状

の
中
に

「
新
太
郎

(
光
政
)
殿
心
学
、
お
も

て
む
き
は
儒
者
、
内

々
は
む
ほ
ん
心
も
候
哉
」
と
い
う

一
節
が
あ

っ
た
こ
と
も
問
題
に
更
に
暗

い
影
を
投
じ
た
で
あ
ろ
う
。
同

三
年
七
月
、
帰
国
途
中
の
光
政
に
対
し
、
京
都
所
司
代
板
倉

重

宗
は
酒
井
大
老
か
ら

「
新
太
郎
上
京
候
は
ば

心
学

の
事
き

っ
と
い
け
ん
可
レ
然
候
」

「
主

(光
政
)
は
や
め
ら
れ
ず
候
と
も
、

家
中
ひ
ろ
ま
り
不
レ
申
様
に
可
レ
然
候
」

と

申
越
し
た
こ
と
を
伝
え
、
ま
た
翌
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)
四
月
、
光
政
が
参
勤
の
途
巾
入
京
し
た
と
き
に
も
重
宗
は

「
加
様
之
能
学
は
有
ま
じ
く
候
、
子
共
孫
共
に
も

⑥

無
二
油
断

[承
候

へ
と
申
候

へ
共
、
讃
州

(
酒
井
忠
勝
)
御
き
ら
い
候
故
、
只
今
は
無
用
と
せ
い

(
制
)
し
申
事
に
候
」
と
諭
し
た
と
い
う
。

こ
れ
よ
り
さ
き
承
応
三
年

(
一
六
五
四
)
七
月
、
岡
山
藩

の
領
内
は
干
害
の
あ
げ
く
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
更

に
引
き
続
く
飢
蝕
に
よ

っ
て
多
数
の
死
者
を
出
す
と
い

う
空
前
の
災
害
を
受
け
た
。
蕃
山
は
主
命
を
奉
じ
、

「
心
学
流
の
仕
置
き
」
に
よ
る
救
荒

・
復
興

の
措
置

に
全
力
を
尽
し
た
が
、
そ
の
重
農
主
義
的
経
済
政
策

に
つ
い
て

⑦

は
士
分
の
者
か
ら
、
藩
主
が

「
百
姓
計
を
大
切
に
仕
、
士
共
を
ば
有
な
し
に
仕
候
」
と
い
う
誤
解

・
非
難
が
出
る
こ
と
を
免
れ
な
か

っ
た
。

心
学

の
講
述
と
応
用
と
、
双

方

に
行
き
づ
ま
り
を
感
じ
た
蕃
山
は
明
暦

二
年

(
一
六
五
六
)
の
不
慮
の
負
傷
を
契
機
に
致
仕
を
決
意
し
、
翌
年
職
禄
を
養
子
に
譲

っ
て
采
地
に
退
隠
し
た
が
、
や
が
て

養
子
と
も
不
和

に
な

っ
た
の
で
、
寛
文
元
年

(
一
六
六

一
)
妻
子
と
と
も
に
京
都
に
移

っ
た
。
そ
し
て
在
京
数
年

の
間
、
光
政
の
女
婿
右
大
臣

一
条
教
輔
を
は
じ
め
と
す

る
公
卿

・
文
人
た
ち
と
、

心
学
講
究

の
か
た
わ
ら
風
雅
の
交
わ
り
を
楽
し
み
、
そ
の
間
神
道

・
国
典
等
に

つ
い
て
蕃
山
自
身
学
び
得
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
し

か
る
に
寛
文
六
年

(
一
六
六
六
)
山
鹿
素
行
の
問
題
が
起

っ
た
と
き
、
か
ね
て
諸
大
名
に
声
望

の
あ
る
心
学
者
蕃
山
が
京
中
で
公
家
衆
と
親
交
を
結
び

つ
つ
あ
る
こ
と
が

改
め
て
幕
閣
の
注
意
を
ひ

い
た
ら
し
い
。
翌
七
年
六
月
、
蕃
山
は
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
る
憂
き
目
に
遭

っ
た
。

こ
れ
に
つ
き
、
前
年
新
た
に
大
老
と
な

っ
た
酒
井
忠
清
は

使
者
を
光
政
の
も
と
に
送
り
、
京
都
所
司
代
牧
野
親
成
が
牢
人
の
町
内
居
住
を
禁
じ
た
の
で
蕃
山
が

一
条
家
の
知
行
所
吉
野
に
立
退

い
た
が
、
そ
れ
が
親
成

に

一
層
不
快

⑧

の
感
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、

「
山
家

(
山
鹿
素
行
)
と
は
様
子
ち
が
い
候
と
は
申
な
が
ら
、

も
し
左
様
之
首
尾
に
て
候
て
は
い
か
が
に
候
間
、

備
前

へ
遣
可
レ
然

と
御
申
候
」
と
伝
え
さ
せ
た
。

こ
れ
は

一
応
親
切
な
勧
告
で
あ
る
。

し
か
し
光
政
は
保
科
正
之
の
思
惑
を
顧
慮
し
た
ら
し
く
、

「
此
者
私
暇
遣
、

只
今
家
来

に
て
は
無
レ

之
候
、
此
段
先
日
承
候
間
、
備
前

へ
参
候
様
に
可
二申
遣

一哉
と
存
候

へ
共
、
左
候

へ
ば
今
ま
で
我
等
京
出
置
候
様
に
罷
成
候
故
、
其
分
に
仕
置
候
」
と
答
え
る

一
方
か
ね

て
蕃
山
と
親
し

い
老
中
板
倉
重
矩
の
斡
旋
を
求
め
た
。

こ
れ

に
対
し
重
矩
が
光
政
に
送

っ
た
書
状

に
は
、
蕃
山

の
処
分
に

つ
き
幕
閣
の
評
議

の
結
果
、
蕃
山

の
京
中
住
居

⑨

は
も
と
の
ま
ま

で
よ
い
が
、

「
公
家
衆
は
不
二申
及

一、
何
れ
共
出
合
不
レ
申
様

に
可
レ
然
と

の
事
に
て
先
ら
ち
明
候
」
と
あ

っ
た
。
京
都
追
放

の
取
消
は
確
か
に
寛
典

で
あ

る
。

(蕃
山
が
京
中
を
避
け
て
鹿
背
山

に
隠
れ
た
の
は
彼
自
身

の
遠
慮

に
よ
る
こ
と
で
あ

っ
た
)
。
そ
れ
に
右

の
幕
閣
の
決
定
が
心
学
講
究
の
事

に
触
れ
な

い
の
は
、
今

寛
文
異
学

の
禁
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寛
文

異
学

の
禁

更
そ
れ
に
言
及
し
て
累

を
光
政
に
及
ぼ
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す

る
配
慮
に
よ

っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
問
題
と
し
て
、
特
に
心
学
の
こ
と
を
う
た
わ
な
く
て

も
、
公
家
衆
は
じ
め
諸
入
と
の
会
合
を
差
止
め
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
蕃
山
の
講
学
の
機
会
も
当
然
得
難
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
蕃
山
の
処
分
も

ま
た
寛
文
異
学

の
禁

の

一
端
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔注
〕

①

堀
勇
雄

『
山
鹿
素
行
』

(
『
人
物
叢
書
』
所
収
)

一
八
〇
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

②

堀
前
掲
書
二

=

ペ
ー
ジ
所
引
滝
川
弥
市
右
衛
門
宛
書
状
。

こ
こ
に
い
う
学
問

の

「筋
」
と
は
学
統
よ
り
も
む
し
ろ
学
風
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

③

『
配
所
残
筆
』
。
堀
前
掲
書
一
=
=

ペ
ー
ジ
以
下
に
北
条
氏
長
と
素
行
と
の
兵
学
上
の
対
立
を
説
く
が
、
必
ず
し
も
左
様
に
断
じ
難
い
。

④

平
重
道

『
日
本
思
想
史
研
究
』

=
二
ペ
ー
ジ
。

⑤

北
原
章
男

「家
光
と
光
政

・
蕃
山
」

(
『
日
本
歴
史
』
三
〇
七
号

・
昭
娼

・
11
)
参
照
。

⑥

『池
田
光
政
日
記
』
。

『
日
本
思
想
大
系
』
所
収

『
熊
沢
蕃
山
』
解
説
、
後
藤
陽

一
「
熊
沢
蕃
山
の
生
涯
と
思
想

の
形
成
」
四
八
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

⑦

『池
田
光
政
日
記
』
。
同
右
四
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑧

素
行
の
場
合
と
の

}
番

の
違

い
は
蕃
山
が
保
科
政
教
の
原
理

で
あ
る
程
朱
学
を
直
接
批
判
す
る
よ
う
な
論
説
を
公
に
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑨

『
日
本
思
想
大
系
』
所
収

『
熊
沢
蕃
山
』
後
藤
陽

一
解
説
五

=

ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
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四

明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)
十

二
月
、
将
軍
家
綱
が
初
め
て
林
羅
山
の

『
大
学
』
進
講
を
聴
い
た
と
き
、

正
之
が

「
幕
下
欲
レ
聴
二
大
道

一者
、

誠
天
下
長
久
之
基
也
、
何

幸
如
レ
之
乎
、
顧
世
人
謂
レ
何
哉
、
於
我
甚
慶

「
賀
之

こ

と
い

っ
た
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
の

「
顧
世
人
謂
レ
何
哉
、
於
レ
我
甚
慶
レ
:
賀
之

」

と
い
う
表
現
に

は

「
大
道
」
を
信
奉
し
実
現
し
よ
う
と
す
る
文
治
政
治
家
正
之
の
立
場
の
厳
し
さ
と
寂
し
さ
と
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
か
つ
て
正
之
は

「
本
邦
の
勇
士
、

乱
世

の
時
に
義
を
守
り
死
す
る
事
、
子
路
に
過
た
る
も
の
少
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
治
世
の
時
、
顔
を
犯
し
て
君
を
諌
む
る
こ
と
、
張
玄
素
が
如
き
者
は
少
し
、
是
良
士
な

①

き
に
あ
ら
ず
、
只
武
を
好
み
て
文
を
好
ま
ざ
る
弊
な
る
由
」
を
評
論
し
た
と
い
う
。
正
之
の
時
代
は
正
に
乱
世

の
勇
士
よ
り
も
治
世

の
良
士
を
必
要
と
す
る
と
き
で
あ

っ

た
。
た
だ
主
君
に
直
諫
し
得
る
ほ
ど
の
良
士
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
修
己

の
工
夫
を
積
み
、
治
人
の
道
に
通
ず
る
勉
強
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
う

い
う
正



之
の
考
え
方
が
幕
閣

の
面

々
に
必
ず
し
も
素
直
に
納
得
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
は

『
言
行
録
』
の
左
の

一
節
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

公
常
挙
下
程
子
所
レ
謂
自
レ
古
国
家
所
レ患
無
レ
大
二於
在
レ
位
者
不
7
知
レ学
之
語
上
而
賞
「
歎
之

一、
因
戯
日
、
怪
哉
、
我
適
対
二
執
政
之
人

一議
レ
事
時
、
説
レ
仁
則
性
レ
耳
、

説
二
慈
悲

一則
不
レ
杵
レ
耳
、
不
レ
可
レ
不
レ
択
レ
言
也
、

一
般
に
、

「
仁
」
に
は
お
の
が
不
徳
に
つ
い
て
の
反
省
と
自
責
を
促
す
響
き
が
あ
る
が
、

「
慈
悲
」
は
こ
れ
を
施
す
者

に
誇
り
と
満
足
と
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
ば
で
あ

る
。
し
か
し
多
年
武
断
主
義
、
権
力
主
義
に
慣
れ
、
現
に
政
局
に
当

っ
て
い
る
幕
府
の
重
臣
た
ち
が
前
者
よ
り
も
後
者
を
好
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
語
感

の
相

違
に
よ
る
選
択
以
上
に
、
正
之
の
崇
文
主
義

・
仁
政
主
義
、
な
い
し
は
正
之
の
程
朱
学

一
辺
倒
に
対
す
る
重
臣
た
ち
の
反
発
や
不
満
が
底
流
を
な
し
て
の
こ
と
で
あ

っ
た

ろ
う
。

か
れ
ら
重
臣
た
ち

の
中
に
も
み
ず
か
ら
素
行

・
蕃
山

の
講
説
を
聴
き
、
両
人
の
よ
き
知
己
と
な

っ
た
者
が
少
な
く
な
く
、
中
に
は
正
之
の
学
風
に
関
す
る
素
行

の

所
見
に

つ
い
て
同
感

の
意
を
表
し
、
あ
る
い
は
蕃
山
に
つ
い
て
当
世

の

「
能
学
」
と
称
賛
し
た
人
々
も
あ

っ
た

こ
と
、
そ
し
て
幕
閣
の
内
部

に
保
科
文
教

に
対
す
る

こ
の

よ
う
な
批
判
が
あ

っ
た
こ
と
が
相
当
に
作
用
し
て
、
素
行

・
蕃
山
の
処
分
に
際
し
て
か
な
り
同
情
的

・
緩
和
的
な
措
置
が
と
ら
れ
た
趣
は
既

に
見
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
正
之
自
身
の
儒
教
政
治
に
関
す
る
あ
れ
ほ
ど
の
信
念
と
熱
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
程
朱
学

こ
そ
幕
府
教
学

の
大
本
た
る
べ
き

こ
と
を
明
確

に
規
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
か

っ
た
し
、
ま
し
て
程
朱
学
以
外
を
異
学
と
し
て
こ
れ
が
禁
制
を
法
令
化
す
る
方
向
を
め
ざ
し
て
幕
閣

の
意
見
を
統

↓
す
べ
き
道
は
更
に
遠
か

っ
た
。

た
ま

た
ま
寛
文
八
年

(
]
六
六
八
)
二
月
宇
都
宮
城
主
奥
平
忠
昌
が
没
し
、
そ
の
家
臣
等
が
禁
を
犯
し
て
殉
死
し
た
と
き
、
幕
府
は
忠
昌
の
嗣
子
高
能
を
山
形

に
移
し
て
二
万

②

石
を
滅
封
し
、
殉
死
し
た
家
臣
の
子

二
人
を
切
り
、

そ
れ
ら
の
縁
者
ま
で
追
放
し
た
。

こ
れ
ら
の
処
分
が
ど
こ
ま

で
正
之

の
意

に
出
た
も
の
か
は
明
ら
か

で
な
い
が
、

い

か
に
国
禁
を
励
行
す
る
た
め
と
は
い
え
、
殉
死
者
の
遺
子
ま

で
死
罪

に
処
し
た
の
は
、
事
が
か
ね
て
仁
政
を
名
と
し
た
禁
令

に
か
か
わ
る
だ
け
に
、
仁
政
そ
の
も

の
の
実

態

に
つ
き
疑
念
を
深
め
、
不
評
を
招
く
因
縁
と
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
事
件

の
翌
年
、
寛
文
九
年
四
月
正
之
は
致
仕
し
、
同
十

二
年
十

二
月
十
八
日
、
六
十

二
歳
で
病
没
し
た
。
そ
の
三
年
後
の
延
宝
三
年

(
=
ハ
七
五
)
六
月
、
老
中
久
世
広
之

・
平
戸
城
主
松
浦
鎮
信
等

の
周
旋
が
効
を
奏
し
て
素
行
は
赦
免

の
恩
命

に
浴
し
、

赤
穂
か
ら
江
戸
に
帰
り
、
同
七
年
か
ら
は

『聖
教
要
録
』

の
講
義
も
公
然
行
な
う
身

と
な
り
、

し
か
も
相
変
ら
ず
幕
府
出
仕

の
機
会

の
到
来
を
夢
見

つ
つ
、

貞
享
元
年

(
一
六
八
五
)
八
月
十
日
、
六
十
四
歳

で
死
去
し
た
。

こ
れ
に
対
し
蕃
山
は
既

に
京
都
追
放
解
除
の
翌
年
、
牧
野
親
成
が
京
都
所
司
代
を
辞
め
、
老
中
板
倉
重
矩
が

一
時

所
司
代
の
事
を
行
な
う
こ
ろ
、

こ
の
重
矩

の
仲
介
に
よ

っ
て
明
石
藩
主
松
平
信
之
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
五
月
明
石

に
移

っ
た
。
蕃
山

の
旧
主
池
田
光
政
と
の
関
係
は
そ
の
後
次
第
に
疎
隔
し
た
が
、
信
之
の
蕃
山
に
対
す
る
知
遇
は
終
始
変
ら
な
か

っ
た
。
た
だ
松
平
家

の
転
封
に
伴

い
、
蕃
山
も
明
石
か
ら

寛
文
異
学

の
禁
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寛
文

異
学

の
禁

大
和
郡
山

・
下
総
古
河
に
移

っ
た
が
、
こ
の
間
十
数
年
、
蕃
山
は
講
学
と
著
述
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
蕃
山
が
門
人
に
与
え
た
書
中

に
お

い
て
幕
藩
体
制

に
つ
き
意
見
を
述

べ
た
こ
と
が
わ
ざ
わ
い
し
て
古
河
城
中
に
幽
せ
ら
れ
た
の
は
信
之

の
死
去

の
翌
年
、
す
な
わ
ち
か
の
寛
文

の

一
件
か
ら
ち

ょ
う
ど
二
十
年
を
経
た
貞
享

四
年

(
一
六
八
七
)
の
十

二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
か
れ
が
そ
の
数
奇

の

一
生
を
終

っ
た
の
は
更
に
四
年
後
の
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
、
七
十
三
歳
の
八
月
十
七
日

で
あ

③
っ
た
。

以
上
に
見
た
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
も
、
寛
文
異
学
の
禁
が
幕
閣

の
総
意
に
基
か
ず
、
た
だ
将
軍
補
佐
保
科
正
之
そ
の
人
の
儒
教
的
政
見
が
こ
れ
を
主
導
し
た
こ
と
、
し
た

が

っ
て
そ
れ
が
臨
時
的
局
部
的
措
置
に
終
り
、

長
く
広
く
法
制
化
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た

次
第
は
い
よ

い
よ

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
素
行
の
配
流
と
蕃
山
の
追
放
と

が
、
あ
た
か
も
正
之
が
闇
斎
を
迎
え
た
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
の
翌
年
と
翌
々
年
に
相
次

い
で
行
わ
れ
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
処
分
に
闇
斎

の
意
見
が
作
用
し
た
と
見
る

説
は
大

い
に
有
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
堀
勇
雄
氏
は
、
素
行

の
配
流

に
つ
き
闇
斎
が
正
之
を

「
使
嚇
し
て
」

こ
の
挙

に
出
で
し
め
た
と
の
説
は
文
献
上

の
確
証
は
無

い
が

闇
斎

の
狭
量

・
非
寛
容

の
性
格

・
言
動
か
ら
そ
う
推
定
し

て
も
差
支
え
あ
る
ま
い
と
認
め
、
更
に
蕃
山

の
追
放
に
つ
い
て
も
闇
斎
が
背
後
に
あ

っ
て
正
之
を
動
か
し
た
と

④

想
像
す
る
説
を
肯
定
し

て
い
る
。
ま
た
後
藤
陽

一
氏
は
素
行

の
赤
穂
預
け
は
正
之
が
闇
斎

の
意
見
に
よ

っ
て
幕
府
を
動
か
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
と
い
い
、
蕃
山
の

⑤

処
置
に
対
す
る
大
老
酒
井
忠
清

の
言
説
に
も
蕃
山
に
対
す
る
闇
斎
派
の
思
惑
を
顧
慮
す
る
趣
が
う
か
が
わ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
。
闇
斎
が
正
之
に
仕
え
た
八
年

の
間
、
か

の
会
津

三
部
書
の
編
修
を
通
じ
て
学
問
的
に
は
主
従

一
体

の
関
係
が
続
い
た
が
、
闇
斎
の
立
場
は
結
局
会
津
藩
主
正
之

の
学
問
上
の
賓
師
で
あ

っ
て
、
池
田
光
政
の
宰
臣

熊
沢
蕃
山
の
よ
う
に
藩
政
に
か
か
わ
る
権
限
は
な
く
、
ま
し
て
後

の
新
井
白
石
の
よ
う
に
幕
政
を
指
導
す
る
地
位

に
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
幕
閣
が
闇
斎

の
思
惑
を
は
ば

か
る
筋
も
な
か

っ
た
。
そ
も
そ
も
正
之
の
宋
学
傾
倒
は
、
む
か
し
か
れ
が
将
軍
家
綱
の

『大
学
』

聴
講
を

「
天
下
長
久
之
基
」

と
随
喜
し
て
以
来
の
決
定
的
傾
向

で
あ

り
、
た
と
え
正
之
が
闇
斎
を
用
い
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、

『聖
教
要
録
』
の
著
者
や
公
家
衆

の
心
学

の
師
が
果
し
て
安
穏
に
過
ご
し
得
た
か
否
か
は
大
い
に
疑

問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
正
之
が
闇
斎

の
純
正
朱
子
学

に
接
す
る
に
及
ん
で
自
己
の
宋
学
の
理
念
に
基
づ
く
政
治
観

に
つ
き
、
い
よ
い
よ
確
信
を
強
め
た

こ
と

は
容
易
に
推
察

で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
重
道
氏
は
、
正
之
の
素
行
処
分
の
際

の
激
発
の
中
に
前
年
相
知

っ
た
闇
斎

の
猛
烈
な
聞
邪
精
神
が
直
接
間
接
の
影
響
を
与
え

て
い
な
か

っ
た
と
は
何
人
も
断
言
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
蕃
山
追
放
の
場
合

を
も
含
め
て
、
寛
文
異
学

の
禁
に
お
け
る
闇
斎

の
役
割
の
限
界

に
関

⑥

す

る
、
最
も

穏
当

な
見
解

と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。
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h

⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 注
v

『千
載
之
松
』

(文
政
十

一
年
大
河
原
長
八
編
)
。
平
重
道

『
日
本
思
想
史
研
究
』
四
六
ペ
ー
ジ
所
引
に
よ
る
。

『厳
有
院
殿
御
実
紀
』
巻

三
十
ヒ
、
同
附
録
巻
下
。

蕃
山
の
幽
居
の
始
末
に
つ
い
て
は

『
日
本
思
想
大
系
』
所
収

『
熊
沢
蕃
山
』
附
載
後
藤
陽

一
解
説
五
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
に
詳
細
で
あ
る
。

堀
勇
雄

『山
鹿
素
行
』

(人
物
叢
書
』
所
収
)
一
=

八
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
思
想
大
系
』
所
収

『熊
沢
蕃
山
」
後
藤
陽

一
解
説

五

一
一
ペ
ー
ジ
。

平
重
道
前
掲
書

=
二
ペ
ー
ジ
。五

残
る
問
題
は
寛
文
異
学
の
禁
と
林
家

の
朱

子
学
と
の
関
係

で
あ
る
。
林
門

の
祖
羅
山
は
家
康
と
い
う
偉
大
な
知
己
を
失

っ
て
後
は
、
む
し
ろ
不
遇
の
年
月
を
送

っ
た
。

秀
忠

・
家
光

に
は
学
事

に
関
す
る
業
績

の
著
し

い
も
の
は
な
い
。
寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)
家
光
が
寛
永
寺
参
詣

の
帰
途
、
忍
岡

の
林
家

の
先
聖
殿
に
立
ち
寄

っ
た
の
は

羅
山

の
多
年
の
奉
公
に
対
す
る
報
奨
の

一
端
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
将
軍
が
晩
年
し
き
り
に
人
材
を
求
め
、
山
鹿
素
行
や
熊
沢
蕃
山
が
出
頭
の
機
会
を
得
よ
う
と
し
た
時
期
に

も
林
家
の
処
遇
に

つ
い
て
特
に
考
慮
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
家
光
没
後
の
牢
人
騒
動
に
関
し
、
羅
山
が

『
草
賊
前
記
』

「
草
賊
後
記
』
を
著
し
、
丸
橋
忠
弥

は
蕃
山
の
学
徒

で
あ
り
・
蕃
山

の
心
学
は
切
斉

も
同
じ
で
あ
る
と
述

べ
た
の
は
・

こ
と
さ
ら
に
説
を
成
し
て
保
科
政
権

の
注
目
を
ひ
差

め
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
施
・

明
暦
二
年

(
一
六
五
七
)
羅
山
は
将
軍
家
綱

に
進
講
す
る
光
栄
に
浴
し
、
翌
年
大
火
後

に
急
死
し
た
が
、
そ
の
後
万
治
二
年

(
一
六
五
九
)
遺
子
鷲
峰

.
読
耕
斎
兄
弟
が

そ
れ
ぞ
れ
亡
父
の
年
譜

・
行
状
を
編
修
し
、
両
書
と
も

に
若
き
日
の
羅
山
が
京
中
に
お

い
て
私
に
新
注
書
を
講
じ
、
明
経

の
博
士
清
原
秀
賢

に
告
発
さ
れ
た
が
、
家
康

の

寛
容
に
よ

っ
て
事
な
き
を
得
た
と

い
う
妄
説
を
載

せ
、
林
家

の
朱
子
学

の
由
緒
を
神
君

の
信

認
に
帰
し
て

い
る
。

こ
れ
も
保
科
正
之
の
意
を
迎
え
る
に
有
効
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
舳
・
や
が
て
寛
文
四
年

(
天

六
四
)
鷲
峰
が

『
本
朝
通
善

編
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
森

家
は

こ
の
修
史
の
事
業
を
通
じ
て
よ
う
や
く
保
科
政
権
に
親
近
す
る

機
会
を
得
た
。
し
か
し
こ
の
翌
年
、
か
ね
て
林
家
学
に
対
し
て
批
判
的
で
あ

っ
た
山
崎
闇
斎
が
正
之

の
賓
師
と
な

っ
た

こ
と
は
、
林
家
が
そ
の
本
来
の
家
学
た
る
朱
子
学

を
も

っ
て
保
科
文
教
に
貢
献
す

べ
き
機
会
を
更

に
遷
延
す
る
結
果
を
招
い
た
。
寛
文
異
学
の
禁
に
際
し
、
闇
斎

の
意
見

の
政
治
的
作
用
に
つ
い
て
疑

い
が
あ
る
こ
と
は
前

述

の
通
り

で
あ
る
が
、
林
鷲
峰
が
こ
の
学
禁
に
干
与
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
そ
れ

こ
そ

一
向
に
証
拠
が
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
の
会
津

三
部
書
に
は
い

寛
文
異
学

の
禁
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寛

文
異
学

の
禁

ず

れ
も
闇
斎
と
並
ん
で
鷲
峰

の
序
も
掲
げ

て
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
幕
府
の
官
儒
に
対
す
る
礼
遇

の
意
味

で
、
正
之
が
特
に
鷲
峰
に
も
草
せ
し
め
た
も

の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
正
之

・
闇
斎

の
純
正
朱
子
学
推
重
が
、
か
え

っ
て
朱
子
学
家
林
氏
の
権
威
を
押
し
上
げ
た
と

い
う
想
定
に
は
、
な
お
相
当
の
疑

い
を
存
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
寛
文

期
の
林
門
の
学
問
的
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
は
議
す

べ
き
と
こ
ろ
が
実
に
多
い
が
、
遺
感

な
が
ら
紙
数
は
既
に
尽
き
た
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
今
後
逐
次
論
考
を
進
め
た

い
所
存
で
あ
る
。

〔
注
〕

①

『
日
本
思
想
大
系
』
所
収

『熊
沢
蕃
山
』
附
載
後
藤
陽

一
解
説
四
八
二
ペ
ー
ジ
。
堀
勇
雄

『
林
羅
山
』

(人
物
叢
書
』
所
収
)

②

拙
稿

「近
世
初
期
儒
学
史
に
お
け
る
二

・
三
の
問
題
」

(
『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
七

・
昭
48

・
11
)

三
九
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

(昭
和
四
十
九
年

二
月
二
十
六
日
稿
)
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